
「稼ぐ力」強化に向けたハンズオン支援事業 

募集要項 

 

１ 本事業の目的・概要 

本事業は、原材料費やエネルギー価格、人件費の上昇等により収益構造に課題を抱える

群馬県内に主たる事業所を有する中堅企業・中小企業を対象に、原価・収益構造の可視化

を起点とした経営改善支援を行い、企業の「稼ぐ力」の向上を図るものです。 

本事業では、以下の支援を実施します。 

・ ローカルベンチマーク等を活用した経営状況可視化に関する体験型講座（以下、ワ

ークショップ） 

・ 管理会計に基づく原価計算の整備や価格転嫁戦略の策定、生産性向上・販路開拓等

を含む経営戦略の見直しに関する専門家による伴走支援（以下、ハンズオン支援） 

本募集要項は、このうちハンズオン支援の対象者となる事業者の募集に係るものです。 

 

２ 実施スキーム 

本事業は、群馬県「令和７年度補正予算 「稼ぐ力」強化に向けたハンズオン支援事

業」の業務受託者であるアクセンチュア株式会社が、群馬県の委託を受けて、ワークショ

ップの運営、ハンズオン支援対象事業者の募集・選定、選定された事業者へのサポートを

実施します。 

 

３ ハンズオン支援 

令和８年度８月頃から２月頃にかけて、以下の支援を実施します。 

（１） 支援実施計画書の作成 

 コンサルタントとの面談を通じ、企業ごとに経営状態の診断、課題の洗い出しを

実施します。加えて、支援企業各社の支援ニーズを踏まえ、実施する支援内容、ス

ケジュール、及び、支援を通じた適正原価の把握や収益性改善等に関する目標の作

成を行います。 

（２） 適正原価の把握 

 管理会計の考え方を軸に各企業のコスト構造分析や製品・サービス等のセグメン

トごとの原価・収益状況把握に必要な一連の工程をレクチャーし、製品別等の収益

性の可視化を行います。 

（３） 経営戦略の策定（収益構造改善） 

 各製品別等の収益性を踏まえ、価格転嫁や販路開拓等の経営戦略の策定を支援

し、収益構造の改善を推進します。 

※「（２）適正原価の把握」の実施後、支援企業の状況に応じて実施します。 

（４） 高度な追加支援（オプション実施） 

 支援企業各社の希望に応じて外部専門家（企業経営・財務等の専門家、弁理士、



弁護士等）の活用、システム導入・生産性向上等の追加支援を実施します。 

※「（３）経営戦略の策定」の実施後、支援企業の状況に応じて実施します。 

また、追加支援内容によっては支援企業各社に費用負担を頂くことがございます。 

（５） 効果測定・戦略実行の自走化支援 

 支援企業各社のハンズオン支援を通じた収益改善効果の試算や支援企業がハンズ

オン支援後に戦略を自ら実行するための仕組み構築を推進します。 

 

４ 募集対象事業者の条件 

以下の要件をすべて満たす国内事業者とします。  

（１） 中小企業基本法に定める中小企業者に該当する・または中小企業を除く企業のうち

従業員２,０００人以下の事業者であること。 

＜中小企業基本法に定める中小企業者＞ 

資本金の額又は出資の総額、又は常時使用する従業員の数（※１）が業種ごとに以下の

定義に当てはまること 

・製造業その他：資本金の額又は出資の総額が３億円以下の企業又は常時使用する従業

員の数が３００人以下 

・卸売業：資本金の額又は出資の総額が１億円以下の企業又は常時使用する従業員の数

が１００人以下 

・小売業：資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の企業又は常時使用する従業員の

数が５０人以下 

・サービス業：資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の企業又は常時使用する従業

員の数が１００人以下 

（２） 「大企業が実質的に経営に参画（※２）」していないこと。 

（３） 申込時点で、群馬県内において継続的かつ実質的に事業を行っていること。 

・群馬県内に登記簿上の本店、または本社があり、履歴事項全部証明書で確認できるこ

と。 

（４） 法令等に違反して刑罰、許認可等取消し、金銭の納付等の処分を受けたことがな

く、現時点においてそれらの処分を受けるおそれのある事実がないこと。 

（５） 事業者に課される税及び事業者が支払うべき社会保険料等の滞納がないこと。 

（６） 群馬県からの指名停止措置が講じられていないこと。また、公的機関（政府及び地

方公共団体並びにそれらの関係機関）との契約における違反がないこと。 

（７） 公共の安全及び秩序を脅かすおそれのある行為を行っておらず、または将来におい

ても行わないこと。 

（８） 政治活動・選挙運動、または宗教活動を目的としていないこと。 

（９） 暴力団（群馬県暴力団排除条例（平成２２年群馬県条例第５１号。以下「条例」と

いう。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）に該当せず、かつ、事業者の代

表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（条例第２条第



３号に規定する暴力団員等をいう。）に該当する者がいないこと。 

（１０） 本プロジェクトと同期間に、類似内容で国や他自治体等からの支援（経営改善支援

に関するハンズオン支援）を受けていない、また受ける予定がないこと。 

 

（※１）「日雇い」「２ケ月以内の期間限定の雇用」「季節性のある業務に４ケ月以内の期

間限定で雇用」「試用期間中」に該当する場合は「常時使用する従業員」に該当し

ない。 

（※２）大企業が実質的に経営に参画しているとは以下の場合を指す。 

・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の１／２以上を所有又は出資してい

る場合 

・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の２／３以上を所有又は出資してい

る場合 

・大企業の役員又は社員が自社の役員総数の１／２以上を兼務している場合 

・その他、大企業が実質的に経営に参画していると認められる場合 

 

５ 応募申込 

応募を希望する事業者は、以下を確認し、応募を行うこと。 

提出期限 令和８年５月１２日（火）～６月３０日（火）午後５時まで 

提出書類 【必須】 

・「様式1_申込書」（Excel） 

  以下のホームページよりExcelフォーマットをダウンロードの上記載 

  https://handson.pref.gunma.jp（URL） 

・履歴事項全部証明書の写し（PDF） 

・決算書の写し直近３期分（PDF） 

① 貸借対照表②損益計算書③販売費及び一般管理費明細表 

 《未決算企業》①代表者の直近の源泉徴収票 ②資金繰り表（任意様

式、申請日から２年分を月ごとに記載）  

・ローカルベンチマークシート（※） 

※ワークショップへ参加された企業はワークショップにて使用した資料

を提出ください。ワークショップへ参加できなかった企業はホームペー

ジを参照の上、作成ください。 

【任意】  

・申込書に記載の内容を補完する資料 

・中長期計画書 

・製品等のパンフレットやカタログ  

申込方法 以下の要領で事務局宛てにメール送付にて提出 

① 宛先：gunma.handson@accenture.com 

https://handson.pref.gunma.jp/


② 件名：「稼ぐ力」強化に向けたハンズオン支援事業 書類申込（貴

社名） 

③ メール本文：連絡先（事業者名（部署名）、氏名、メールアドレ

ス、電話番号） 

添付ファイル：上記の提出書類を添付。容量は最大１０MBとし、１０

MBを超える場合は、数回に分けて提出すること。 

 

*応募メールを受け付けた際は、事務局より翌営業日の正午までに受付完

了メールを返信するため、そちらのメールをもって応募申込完了としま

す。届かない場合はお手数ですが事務局までご連絡ください。 

 

ハンズオン支援の応募を検討する事業者に対して、本事業の目的や趣旨、申請要件などの

理解を促し、個別の質疑に対応するため、個別相談会、質問受付を実施予定です。また、事

業者にとって収益構造の改善・強化に向けた取組の契機とするため、ワークショップも実施

します。 

個別相談会、質問受付の詳細は「９ 個別相談会、質問受付について」を、ワークショッ

プの詳細・申込に関しては事業ホームページを参照ください。 

 

６ 審査及び選定事業者数 

（１） 審査方法 

書類審査及び面接審査により、総合的な観点から評価を行い、支援対象事業者を選定し

ます。各審査の実施概要は以下の通りとします。 

 

書類審査・面接審査 概要 

① 書類審査 目的 欠格事由の該当性等の形式審査に加え、応募事業

者の業績、課題・支援のニーズなどを申請書類か

ら総合的に評価し、面接審査に進む事業者を選定

する 

形式 提出された申請書の内容に基づき実施 

結果通知 令和８年７月１０日（金） 

② 面接審査 開催日時 令和８年７月２０日（月）～７月２９日（水） 

※上記日程のうち、事務局が指定するいずれか１

日の30分程度（書類審査結果とともに指定日時を

通知予定） 

※経営者及び実施体制に記載された者と対面での

開催を想定 

目的 書類審査で提出された内容のなかでも特に重点的



に見るべき要件（意欲・コミットメント、支援目

標達成見込み、課題・支援のニーズ等）を評価

し、支援対象事業者を選定する 

形式 経営者、及び実施体制に記載された者と対面での

実施を想定 

結果通知 令和８年７月３１日（金） 

 

（２） 審査基準 

候補事業者の審査は、以下を主な評価の観点とします。 

 

主な評価項目 

要件 評価の観点 評価詳細（例） 

前提要件 群馬県内企業である ・ 群馬県内に登記簿上の本店、または本社がある 

中堅・中小企業であ

る 

・ 中小企業基本法に定める中小企業者に該当する

事業者、または中小企業を除く企業のうち従業

員２,０００人以下の事業者である（詳細定義

は、５ 募集対象事業者の条件（１）及び（２）

を参照すること） 

審査の視

点 

事業目的の実現性の

高さ 

・ ハンズオン支援に対する関心・意欲の高さ 

・ 業績の健全性 

・ 群馬県内拠点における製造・研究・販売等の主要

機能の有無 

・ 適正原価の把握等にあたり、極端な困難性がな

いこと 

・ 事業遂行にあたり、規制緩和を必要としないこ

と 

群馬県による支援の

必要性 

・ 収益構造改善・強化等の課題を有し、群馬県とし

てハンズオン支援を提供する必要性の高さ 

・ 今後の成長性があり、支援を通じた稼ぐ力の向

上可能性があること 

・ 同時期に類似支援を受けていないこと 

モデルケースとして

の適切性 

・ 群馬県内産業及び取引先を含めた県内産業発展

への貢献度 

・ 事業全体が他社の参考にするのに難しい特殊な

ビジネスモデルではないこと 

 

  



（３） 選定事業者数 

２０社程度を予定 

（４）審査結果の通知 

  審査結果については応募者全員に対し、電子メール等により通知します。なお、公平性

確保の観点から審査経過及び審査内容に関する個別のお問い合わせにはお答えできませ

んので、予めご了承ください。 

 

７ 申込時の留意点 

（１） 申込時に提出する個人情報の取扱いについて  

以下を承諾すること。 

・受領した個人情報は、群馬県が本事業の目的の範囲内でのみ利用します。 

・支援の進捗等について、適宜群馬県から調査・確認があった場合に適切に対応す

ること。 

（２） 事業者及び支援内容の公表 

本事業にて選定された事業者の名称及び支援内容についてはモデルケースとして、

本事業Webサイト上にて公表及び関連説明会で発表予定のため、これを承諾するこ

と（令和８年度末に事例発表会を実施予定。公表内容等については事務局と協

議）。 

 

８ 支援中止について 

選定された事業者であっても次のいずれかに該当した場合、支援を中止又は内容を変更

することがあります。 

（１） 支援対象事業者が倒産又は企業整理した場合  

（２） 「４ 募集対象事業者の条件」を満たさなくなった場合 

（３） 群馬県内において事業活動の実態がないと認められる場合  

（４） 支援対象事業者から支援不要の申出があった場合  

（５） 申込内容に虚偽や法に反する内容があったと確認された場合  

（６） その他、群馬県が支援を行う内容として不適切と判断した場合 

 

９ 個別相談会、質問受付について 

本事業の応募を検討する事業者に対して、本事業の目的や趣旨、申請要件などの理解を促

し、個別の質疑に対応するため、個別相談会、質問受付を以下の要領で実施します。 

 

個別相談会、質問受付 概要 

① 個別相談会 開催日時 令和８年５月１２日（火）～令和８年６月３０日

（火）のうち、１社につき３０分程度 

目的 応募を検討する事業者に対して、応募要件を満たし



ているかの相談や、提出書類内容への質問等、個社

に応じた相談会を実施 

開催場所 Web開催、もしくは事業者のオフィスにて対面 

（事業者の希望、事務局の予定を考慮のうえ決定） 

申込方法 以下の要領で事務局宛てにメール送付にて申し込む 

① 宛先：gunma.handson@accenture.com  

② 件名：「稼ぐ力」強化に向けたハンズオン支援

事業 個別相談会申込（貴社名） 

③ メール本文：相談会希望日時３-５個、対面もし

くはWeb会議の希望、連絡先（事業者名（部署

名）、氏名、メールアドレス、電話番号） 

その他 ・応募にあたり、個別相談会への参加は必須ではあ

りません 

② 質問受付 開催日時 令和８年５月１２日（火）～令和８年６月３０日

（火） 

目的 応募を検討する事業者に対して、本事業概要や提出

書類内容への質問を受け付ける 

形式 メール、及び電話 

受付方法 以下の要領で事務局宛てに質問をメール送付 

① 宛先：gunma.handson@accenture.com 

② 件名：「稼ぐ力」強化に向けたハンズオン支援

事業 質問（貴社名） 

③ メール本文：質問内容、連絡先（事業者名（部

署名）、氏名、メールアドレス、電話番号）ま

たは、事務局（０９０－５５０２－０４２５）

に電話にて質問 

 

１０ 本事業の事務局 

本事業は、群馬県「令和７年度補正予算「稼ぐ力」強化に向けたハンズオン支援事業」

の業務受託者であるアクセンチュア株式会社が、事務局を担当します。 

 

【事務局概要】 

・事業者名：アクセンチュア株式会社  

・所在地：東京都港区赤坂１－８－１赤坂インターシティAIR（受付: ８階） 

・連絡先：（TEL）０９０－５５０２－０４２５ 担当：輪島 

（E-mail）gunma.handson@accenture.com 

・ＨＰリンク：https://www.accenture.com/jp-ja/about/company/japan 

https://www.accenture.com/jp-ja/about/company/japan

